
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
号
）

一

企
画
総
務
部

１

政
策
企
画
課
に
広
域
行
政
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

人
事
課
に
行
政
改
革
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

市
町
村
課
に
地
域
創
生
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部

１

に
ぎ
わ
い
政
策
課
を
改
組
し
、
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
政
策
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

交
流
拠
点
戦
略
課
及
び
同
課
施
設
活
用
推
進
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

観
光
企
画
課
及
び
観
光
誘
客
課
を
改
組
し
、
観
光
政
策
課
並
び
に
同
課
受
入
環
境
整
備
室
及
び

に
ぎ
わ
い
創
出
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
交
流
拡
大
室
を
改
組
し
、
同
課
ス
ポ
ー
ツ
交
流
室
及
び
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー

ズ
ゲ
ー
ム
ズ
推
進
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

５

文
化
振
興
課
に
文
化
資
源
活
用
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

生
活
環
境
部

１

環
境
指
導
課
を
改
組
し
、
資
源
循
環
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

徳
島
県
南
部
環
境
保
全
室
及
び
徳
島
県
西
部
環
境
保
全
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

経
済
産
業
部

１

経
済
産
業
政
策
課
商
務
流
通
室
を
改
組
し
、
商
務
戦
略
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

企
業
支
援
課
及
び
同
課
新
産
業
立
地
室
を
改
組
し
、
産
業
成
長
推
進
課
及
び
同
課
産
業
立
地
戦

略
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

産
業
創
生
・
大
学
連
携
課
を
改
組
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

農
林
水
産
部

１

み
ど
り
戦
略
推
進
課
を
改
組
し
、
生
産
流
通
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

鳥
獣
対
策
・
里
山
振
興
課
を
改
組
し
、
鳥
獣
対
策
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

林
業
振
興
課
に
木
材
需
要
・
生
産
拡
大
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

農
山
漁
村
振
興
課
に
中
山
間
地
域
振
興
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

県
土
整
備
部

県
土
整
備
政
策
課
に
県
土
強
靱
化
推
進
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

出
納
局

徳
島
県
南
部
出
納
室
及
び
徳
島
県
西
部
出
納
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

そ
の
他
知
事
の
内
部
組
織
、
職
制
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

九

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
一
号
）

一

機
構
改
革
の
実
施
、
法
令
の
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
二
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
機
構
改
革
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

土
木
施
設
及
び
工
事
取
締
条
例
施
行
規
則

２

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則



３

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
細
則

４

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
の
施
行
に
伴
う
損
失
補
償
規
則

５

徳
島
県
県
営
林
道
事
業
実
施
規
則

６

林
業
種
苗
法
施
行
細
則

７

母
体
保
護
法
施
行
細
則

８

母
子
保
健
法
施
行
細
則

９

栄
養
士
法
施
行
細
則

旅
館
業
法
施
行
細
則

10

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

11

興
行
場
法
施
行
細
則

12

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則

13

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

14

医
療
法
施
行
細
則

15

温
泉
法
施
行
細
則

16

健
康
増
進
法
施
行
細
則

17

道
路
法
施
行
細
則

18

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

19

加
賀
須
野
橋
可
動
橋
管
理
規
則

20

港
湾
法
施
行
細
則

21

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則

22

河
川
法
施
行
細
則

23

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

24

徳
島
県
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

25

徳
島
県
法
定
外
公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則

26

砂
防
法
施
行
細
則

27

徳
島
県
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

28

理
容
師
法
施
行
細
則

29

美
容
師
法
施
行
細
則

30

地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則

31

徳
島
県
行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
及
び
そ
の
同
伴
者
の
救
護
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

32

徳
島
県
会
計
規
則

33

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則

34

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則

35

徳
島
県
契
約
事
務
規
則

36

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則

37

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則

38

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

39

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則

40

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

41

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
規
則

42



徳
島
県
補
償
審
査
委
員
会
設
置
規
則

43

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

44

徳
島
県
用
度
・
給
与
集
中
管
理
特
別
会
計
規
則

45

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則

46

海
岸
法
施
行
細
則

47

児
童
福
祉
法
施
行
細
則

48

徳
島
県
庁
舎
等
管
理
規
則

49

宮
川
内
ダ
ム
操
作
規
則

50

都
市
計
画
法
施
行
細
則

51

建
設
業
法
施
行
細
則

52

建
築
基
準
法
施
行
細
則

53

食
品
衛
生
法
施
行
細
則

54

正
木
ダ
ム
操
作
規
則

55

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則

56

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則

57

土
地
改
良
法
施
行
細
則

58

徳
島
県
土
地
改
良
財
産
規
則

59

生
活
保
護
法
施
行
細
則

60

徳
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則

61

徳
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

62

福
井
ダ
ム
操
作
規
則

63

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則

64

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

65

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
職
員
を
定
め
る
規
則

66

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

67

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

68
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

69

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
別
表
第
五
の
備
考
第
四
項
第
二
号
の
機
関
を
定
め
る
規
則

70

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則

71

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

72

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

73

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則

74
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


